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ん
。
完
了
時
に
見
積
額
を
下
回
っ
て

い
る
場
合
、
助
成
金
の
額
は
変
更
に

な
り
ま
す
。

申
請
書
類
配
布
場
所

産
業
支
援
課
、
市
役
所
本
庁
舎
１
階
総

合
窓
口
横
、
各
総
合
支
所
地
域
振
興
課

※
市
Ｃ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
。

そ
の
他
　

・
先
着
順
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
予
算
を

上
回
っ
た
場
合
は
、
初
め
て
助
成
を

受
け
る
方
を
優
先
と
し
抽
選
を
行
い

ま
す
。

・
申
請
手
続
き
は
原
則
と
し
て
、
本
人

ま
た
は
ご
家
族
の
方
に
限
定
し
ま
す
。

２
５
月
11
日
㈪
～
５
月
22
日
㈮
平
日
９

時
～
17
時
に
、
産
業
支
援
課
ま
た
は
各

総
合
支
所
地
域
振
興
課
へ

１
産
業
支
援
課
☎
25

－

５
２
０
８

　「
自
己
居
住
用
住
宅
」
や
「
店
舗
・

事
務
所
」
の
リ
フ
ォ
ー
ム
（
改
修
）
工

事
等
を
行
っ
た
場
合
に
、
そ
の
経
費
の

一
部
を
助
成
し
ま
す
。

　
令
和
２
年
度
以
前
に
こ
の
助
成
金
の

交
付
を
受
け
た
方
は
、
再
度
助
成
金
の

交
付
申
請
が
可
能
で
す
。

対　
象

①
市
内
に
リ
フ
ォ
ー
ム
を
行
う
住
宅
・

店
舗
・
事
務
所
を
有
す
る
方
で
、
市

税
の
未
納
が
な
い
方

②
対
象
工
事
に
つ
い
て
、
市
か
ら
他
の

助
成
・
補
助
等
を
受
け
て
い
な
い
方

対
象
工
事

①
対
象
者
が
有
す
る
住
宅
・
店
舗
・
事

務
所
の
修
繕
・
補
修
増
築
な
ど
の
工

事
で
あ
る
こ
と

②
市
の
登
録
市
内
施
工
業
者
に
行
わ
せ

る
リ
フ
ォ
ー
ム
工
事
等
で
あ
る
こ
と

③
工
事
着
工
前
で
あ
る
こ
と
（
現
場
確

認
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
）

※
新
築
の
工
事
な
ど
は
対
象
外
で
す
。

助
成
金
額

消
費
税
を
除
く
20
万
円
以
上
の
工
事
に

対
し
、工
事
費
の
10
％
（
上
限
15
万
円
・

千
円
未
満
切
り
捨
て
）

※
工
事
費
は
、
申
請
時
に
見
積
書
の
写

し
、
完
了
時
に
領
収
書
の
写
し
で
確

認
し
ま
す
。

※
申
請
後
、
工
事
金
額
に
増
額
が
あ
っ

て
も
、
助
成
金
額
は
変
更
で
き
ま
せ

対　
象

①
市
内
に
住
所
が
あ
り
、
市
税
を
滞
納

し
て
い
な
い
方

②
対
象
住
宅
の
所
有
者
ま
た
は
そ
の
２

親
等
以
内
の
親
族
で
、
現
に
居
住
し

て
い
る
方

対
象
住
宅

①
市
内
に
あ
る
木
造
住
宅

②
昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に
建
築
さ

れ
た
専
用
住
宅
ま
た
は
、
住
宅
以
外

の
部
分
が
２
分
の
１
未
満
の
併
用
住
宅

③
階
数
が
２
以
下
で
か
つ
延
べ
床
面
積

５
０
０
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る

こ
と

補
助
金
額
　

耐
震
診
断
に
要
し
た
費
用
の
額
で
、
１

棟
あ
た
り
５
万
円
を
限
度

※
診
断
費
は
、
申
請
時
に
見
積
書
の
写

し
、
完
了
時
に
領
収
書
の
写
し
で
確

認
し
ま
す
。

そ
の
他

・
先
着
順
で
す
。

・
交
付
申
請
前
に
耐
震
診
断
に
着
手
し

て
し
ま
う
と
、
補
助
金
は
受
け
ら
れ

ま
せ
ん
。

２
耐
震
診
断
の
着
手
前
に
、
申
請
書
類

を
建
築
住
宅
課
へ
提
出
。
申
請
書
類
は

市
Ｃ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ

ー
ド
ま
た
は
建
築
住

宅
課
窓
口
で
配
布
。

１
建
築
住
宅
課

☎
26

－

６
８
６
９

省エネ設備更新補助金
　原油価格や物価高騰による電気代や燃料費の値上
がりの影響を受ける事業者に対して、燃料等の使用
量削減につながる設備導入経費の一部を補助します。
対　象　市内の中小企業者等（全業種）
対象事業　空調、照明、ボイラー・給湯、冷凍冷蔵
等の設備の更新経費
※�国や県等が行う省エネ・再エネ設備投資補助金と
の併用不可

補助額　上限50万円
　　　　※補助対象経費は税抜40万円以上が対象
補助率　補助対象経費の２分の１　
申請期間　５月22日㈮まで
※�予算超過の場合は、過去に本補助金の利用実績の
ない事業者を優先。その後、抽選により決定。

生産性向上サポート補助金
　物価高騰による原材料費や賃上げに伴う人件費の
増加の影響を受ける事業者に対して、業務の生産性
向上を図り、事業者の賃上げにつながる設備導入経
費等の一部を補助します。
対　象　市内の中小企業者等（全業種）
※国や県の補助金との併用不可
対象事業　先端設備導入計画や経営力向上計画、経
営革新計画に基づく設備導入費や生産性向上につな
がる取り組みに関する経費
補助額　上限50万円（先端設備導入計画事業・経営
力向上計画事業）、上限30万円（経営革新計画事業）
補助率　補助対象経費の２分の１　
申請期間　12月25日㈮まで
※先着順にて交付決定

２交付申請書（市Ｃに掲載）に関係書類を添えて、
先端技術推進課に郵送または窓口に提出。
１先端技術推進課☎２１－５５２２

住
宅・店
舗・事
務
所
リ
フ
ォ
ー
ム
の

資
金
を
助
成
し
ま
す

木
造
住
宅
の
耐
震
診
断
に

補
助
金
を
交
付
し
ま
す

市内企業支援制度
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公
共
交
通
機
関
（
※
）
を
利
用
し
て

通
学
す
る
高
校
生
の
皆
さ
ん
に
「
通
学

定
期
券
」
購
入
費
用
の
一
部
を
補
助
し

ま
す
。

※�

西
武
観
光
バ
ス
㈱
秩
父
営
業
所
、
秩

父
鉄
道
㈱
お
よ
び
西
武
鉄
道
㈱
が
運

行
す
る
各
路
線
が
対
象
。

秩
父
市
・
小
鹿
野
町(

秩
父
地
域)
に
所

在
す
る
高
等
学
校
に
通
学
す
る
高
校
生

対　
象
　
市
内
に
住
所
が
あ
る
高
校
１

～
３
年
生

①
バ
ス
通
学
定
期
券
購
入
費
補
助

②
鉄
道
通
学
定
期
券
購
入
費
補
助

補
助
金
額
　
定
期
券
購
入
時
毎
に
半
額

補
助
（
千
円
未
満
切
り
捨
て
）

秩
父
地
域
外
に
所
在
す
る
高
等
学
校
に

通
学
す
る
高
校
生

対　
象
　
市
内
に
住
所
が
あ
る
高
校
２

～
３
年
生
。
１
年
生
は
対
象
外
で
す
。

①
バ
ス
通
学
定
期
券
購
入
費
補
助

補
助
金
額

①
定
期
券
購
入
時
、
１
か
月
定
期
券
の

金
額
が
６
，
０
０
０
円
を
超
え
る
部

分
に
つ
い
て
、
上
限
２
，
０
０
０
円

②
３
か
月
定
期
券
の
金
額
が
１
８
，

０
０
０
円
を
超
え
る
部
分
に
つ
い

て
、
上
限
６
，
０
０
０
円

②
鉄
道
通
学
定
期
券
購
入
費
補
助

補
助
金
額
　
定
期
券
購
入
費
が
年
間
で

２
万
円
を
超
え
た
額
に
対
し
て
、
上
限

５
，
０
０
０
円

購
入
・
申
請
方
法

①
バ
ス
通
学
定
期
券

購
入
方
法
　
西
武
観
光
バ
ス
㈱
秩
父
営

業
所
で
定
期
券
を
購
入
す
る
際
、
所
定

の
申
請
書
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
購

入
時
に
補
助
額
を
差
し
引
い
て
定
期
券

を
販
売
し
ま
す
。

２
西
武
観
光
バ
ス
㈱
秩
父
営
業
所

☎
22

－

１
６
３
５

②
鉄
道
通
学
定
期
券

申
請
書
交
付
・
受
付
場
所
　
市
民
生
活

課
（
市
Ｃ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）

※
郵
送
で
の
申
請
も
受
け
付
け
ま
す
。

※
申
請
に
必
要
な
も
の
は
市
Ｃ
を
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
該
当
す
る
通
学
定
期
券
の
写

し
全
て
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
Ｐ
Ａ
Ｓ

Ｍ
Ｏ
定
期
券
な
ど
の
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
定
期

券
は
、
更
新
前
の
定
期
券
デ
ー
タ
が
上

書
き
さ
れ
て
し
ま
う
た
め
、
購
入
ご
と

に
写
し
を
と
っ
て
く
だ
さ
い
。

申
請
期
間
　
４
月
１
日
㈬
～
令
和
９
年

３
月
31
日
㈬
ま
で

そ
の
他
　

・
秩
父
地
域
の
高
校
へ
の
通
学
者
は
、

定
期
券
購
入
毎
（
年
度
を
ま
た
ぐ
場

合
に
は
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
）

に
、
そ
の
都
度
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

・
秩
父
地
域
外
の
高
校
へ
の
通
学
者
は

年
度
で
１
回
限
り
の
申
請
で
す
。

※
詳
細
は
市
Ｃ
ま
た
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

２
・
１
市
民
生
活
課

☎
26

－

１
１
３
３

国
民
年
金
だ
よ
り

　
国
民
年
金
は
、
日
本
に
住
む
20
歳
以

上
60
歳
未
満
の
全
て
の
方
が
加
入
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
届
け
出
は
加
入

す
る
時
だ
け
で
な
く
、
被
保
険
者
種
別

が
変
わ
っ
た
と
き
に
も
必
要
で
す
。
届

け
出
を
し
な
い
ま
ま
に
し
て
お
く
と
、

年
金
額
が
少
な
く
な
っ
た
り
、
受
け
取

れ
な
く
な
っ
た
り
す
る
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
、
必
ず
届
け
出
を
し
ま
し
ょ
う
。

１
秩
父
年
金
事
務
所
☎
27

－

６
５
６
０

保
険
年
金
課
国
民
年
金
担
当

☎
25

－

５
２
０
１

各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

吉
田
☎
72

－

６
０
８
２

大
滝
☎
55

－

０
８
６
３

荒
川
☎
54

－

２
１
１
１

　豊島区には、かつてマンガの巨匠たちが住み集い、
若手時代を過ごした「トキワ荘」というアパートがあ
りました。そのトキワ荘を忠実に再
現した「豊島区立トキワ荘マンガ
ミュージアム」に、秩父市の小・中
学生を無料招待します。
期　間　７月26日㈰まで
　　　　�赤塚不二夫生誕90周年「ギャグマンガの王様

誕生　赤塚不二夫展～すべては『ナマちゃん』
から始まった～」開催期間中

開館時間　10時～18時（入館は17時30分まで）
利用方法　下の招待券を切り取り、持参
　　　　してください。（コピー不可）
詳細はミュージアムＣをご覧ください。
１豊島区観光課観光交流グループ
　☎０３－３９８１－１３１６ ミュージアムＣ

豊島区立トキワ荘マンガミュージアムに
小・中学生を無料招待します

姉妹都市
豊島区からの
お知らせ

高
校
生
等
通
学
定
期
券

　
　
購
入
費
補
助
制
度

こんなとき どうする 届け出先
20歳になったとき
（厚生年金・共済
年金加入者を除く）

手続き不要
日本年金機構より「国民年
金加入のお知らせ」が送付
されます(基礎年金番号通
知書と納付書は後日送付)

会社を退職したとき
（厚生年金・共済
年金加入者の場合）

国民年金に加入の手続
きをする（被扶養配偶
者であった方も同様)

保険年金課または各総合支
所市民福祉課

結婚や退職等で配
偶者の扶養に入った
とき

第３号被保険者への種
別変更の届出をする 配偶者の勤務先

配偶者の扶養から
はずれたとき

第３号被保険者から第
１号被保険者への種別
変更の手続きをする

保険年金課または各総合支
所市民福祉課

配偶者の会社が変
わったとき

引き続き第３号被保険
者となる手続きをする 配偶者の新しい勤務先

※�第1号被保険者：農業、自営業の方・勤め先に年金制度のない方・学
生・無職の方
※�第３号被保険者：厚生年金・各種共済年金の加入者（第２号被保険者）
に扶養されている配偶者

期間中 1 回限り有効
（１枚につき 1 人まで）

●�決済後の券の提出による返金等
はできません。
●�この券の販売行為および購入し
て使用する行為は禁止です。

豊島区立トキワ荘マンガミュージアム
秩父市民小中学生　無料招待券

期間中 1 回限り有効
（１枚につき 1 人まで）

●�決済後の券の提出による返金等
はできません。

●�この券の販売行為および購入し
て使用する行為は禁止です。

豊島区立トキワ荘マンガミュージアム
秩父市民小中学生　無料招待券

キ リ ト リキ リ ト リ

キ

リ

ト

リ

キ

リ

ト

リ
見本見本 見本見本
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○「
定
期
縛
り
な
し
」は
、「
１
回
限
り
」の
意
味
で
は
な
い
可
能
性
に
注
意
！

○�

最
終
確
認
画
面
の
内
容
を
よ
く
確
認
し
、
必
ず
ス
ク
リ
ー
ン
シ
ョ
ッ
ト
で

保
存
！

○�

商
品
の
受
け
取
り
拒
否
や
返
品
を
し
た
だ
け
で
は
解
約
に
な
ら
な
い
の
で

注
意
！

１
秩
父
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー　
☎
25

－

５
２
０
０

毎
週
月
～
金
曜
日
（
祝
日
は
お
休
み
）
９
時
～
12
時
、
13
時
～
16
時

©
埼
玉
県
消
費
生
活
課

対　象
①市内に住民登録している世帯主であること
②住宅や自動車の所有者でない場合は、所有者の同
意を得ていること
③令和８年４月１日以降に、市内業者にて防犯用具
を購入、設置していること
④暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者で
ないこと
⑤過去に住まいの防犯用具購入費補助金の交付を受
けていないこと
⑥市税の滞納がないこと
対象経費
　次の防犯用具の購入費、設置工事費（市内業者に
限る）
・カメラ付きインターホン　・補助錠
・サムターンカバー　　　・センサーライト
・センサーアラーム　　　・自動車用タイヤロック
・自動車用ペダルロック　・自動車用ハンドルロック
・自動車用防犯アラーム
※�申請者本人または同居の親族が所有、賃貸する住
宅や自動車への設置のみ。自動車は自家用乗用自
動車に限る。

補助額
　消費税を除く対象経費に相当する額
（上限１万円・千円未満切り捨て）
申請時に必要なもの（※印はコピー可）
①防犯用具の内容、申請者氏名、施工日または購入
日、領収金額、領収年月日、販売店の名称および
所在地が記載された領収書（※）

②購入した防犯用具の取扱説明書やカタログ等（※）
③防犯用具取り付け後の写真を印刷したもの
④運転免許証・マイナンバーカードなど、現住所・
生年月日が記載されている本人確認書類のコピー

⑤通帳など、振込先口座情報の確認書類のコピー
⑥誓約書
⑦申請者が住宅や自動車の所有者でない場合、所有
者の同意書

⑧補助金書類等チェックシート
申請書類　危機管理課窓口で配布。
※市Ｃからもダウンロード可。
２５月11日㈪～予算上限に達するまで先着順で受け
付け。平日（９時～17時）に危機管理課へ書類を持
参してください。
１危機管理課☎２２－２２０６

住まいの防犯用具購入費用を補助します

納
期
限
内
に
納
め
ま
し
ょ
う

　
軽
自
動
車
税
の
納
税
通
知
書
は
５
月
１
日

㈮
に
発
送
し
ま
す
。

　
令
和
８
年
度
軽
自
動
車
税
の
納
期
限
（
口

座
振
替
日
）
は
６
月
１
日
㈪
で
す
。
納
税
通

知
書
の
裏
面
に
記
載
さ
れ
て
い
る
金
融
機
関

等
で
、
納
期
限
内
に
納
め
て
く
だ
さ
い
。

減
免
の
手
続
き
に
つ
い
て

　
申
請
に
よ
り
減
免
の
対
象
と
な
る
軽
自
動

車
は
次
の
と
お
り
で
す
。

①
障
害
者
手
帳
等
を
お
持
ち
の
方
、
あ
る
い

は
そ
の
方
と
生
計
を
一
に
す
る
方
が
所
有

さ
れ
る
軽
自
動
車
の
う
ち
一
定
の
要
件
を

満
た
す
も
の
。

※
自
動
車
税
で
す
で
に
減
免
を
受
け
て
い
る

場
合
は
、
減
免
申
請
で
き
ま
せ
ん
。

②
車
両
が
専
ら
障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
の
方

の
送
迎
用
に
利
用
す
る
た
め
の
構
造
に

な
っ
て
い
る
も
の（
車
い
す
移
動
車
な
ど
）。

　
納
税
通
知
書
到
着
後
、
必
ず
納
期
限
（
６

月
１
日
㈪
）
ま
で
に
市
民
税
課
ま
た
は
各
総

合
支
所
市
民
福
祉
課
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　
期
限
を
過
ぎ
る
と
減
免
申
請
が
で
き
ま
せ

ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
申
請
に
は
未
納
の
納
税
通
知
書
等
が
必
要

で
す
。
必
要
書
類
に
つ
い
て
は
市
Ｃ
を
ご

確
認
い
た
だ
く
か
、

お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

１
市
民
税
課

☎
22

－

２
２
０
９

軽
自
動
車
税
の
お
知
ら
せ

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

か
ら
の
お
知
ら
せ

〈
高
齢
者
を
守
る

　
お
助
け
か
わ
ら
ば
ん
〉
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①特別児童扶養手当
対　象　身体または精神に障がい（※）がある20歳
未満の子どもを育てている方
※特別児童扶養手当認定診断書により一定の障がい
があると認められた方
手当額　１級　月額５８，４５０円
　　　　２級　月額３８，９３０円
②在宅重度心身障害者手当
対　象　在宅で生活している市・県民税非課税の方で、
身体障害者手帳１級・２級、療育手帳Ⓐ・Ａ、精神
障害者保健福祉手帳１級のいずれかをお持ちの方
手当額　月額５，０００円
③障害児福祉手当
対　象　障がいがあるため常時介護が必要な20歳未
満の方
手当額　月額１６，５６０円
④特別障害者手当
対　象　在宅で生活しており、日常生活において常
時特別な介護が必要な20歳以上の方（要件等、詳し
くはお問い合わせください）
手当額　月額３０，４５０円
⑤重度心身障害者医療費
対　象　次のいずれかに該当する方
・身体障害者手帳１級～３級、療育手帳Ⓐ・Ａ・Ｂ、
精神障害者保健福祉手帳１級・２級のいずれかを
お持ちの方
・65歳以上で高齢者の医療の確保に関する法律の
「障害認定」を受けた方
＊65歳以上で新たに手帳を取得した方等は対象外で
す。
助成額　医療保険を使って病院・薬局等を受診した
際の医療費の自己負担分（一部対象者は、対象外と
なる医療費あり）
⑥在宅酸素療法者酸素濃縮装置利用給付金
対　象　市内在住で、呼吸器機能障害により酸素濃
縮装置を使用する在宅酸素療法による治療を受けて
いる方
給付額　月額１，５００円（申請月分から支給）

⑦難病患者等通院交通費給付金
対　象　次のいずれかに該当する方
・特定疾患医療受給者証、指定疾患医療受給者証、
指定難病医療受給者証、小児慢性特定疾病医療受
給者証のいずれかをお持ちで、難病の治療のため
市外の病院等に通院している方

・慢性腎不全のため人工透析を行っている方で、市
外の病院等に通院している方

※吉田・大滝・荒川地区在住の場合、秩父地区の病
院等に通院している方も対象。

給付額
【電車・バス】運賃（※）の２分の１
【自家用車】通院にかかる距離１㎞あたり10円
※一部、旅客運賃割引適用後の運賃で計算する場合
あり。

申請期間
【４月～７月分】８月３日㈪～８月17日㈪
【８月～11月分】12月１日㈫～12月15日㈫
【12月～３月分】令和９年４月１日㈭～４月15日㈭
⑧在宅重度心身障害者自動車等燃料費給付金
対　象　市内在住で、本人または同居かつ同一生計
の親族所有の自動車等を自ら運転している、次のい
ずれかに該当する方
・身体障害者手帳１級～３級をお持ちの方（同居・
同一生計で視覚障がい者の移動支援を行っている
方を含む）　　　

・療育手帳Ⓐ、Ａ、Ｂをお持ちの方（同居・同一生
計で移動支援を行っている方を含む）

・精神障害者保健福祉手帳１級をお持ちの方
給付額　使用燃料１ℓにつき50円
　　　　（１か月の限度量は自動車20ℓ、バイク５ℓ）
　請求には、事前に認定申請が必要です。受給資格
は、認定された日から発生します。
※通院交通費、燃料費はいずれかの助成となります。
◆�①～⑧の手当の要件や必要な持ち物について、詳
しくはＣをご覧いただくかお問い合わせください。

障がい者のための福祉手当・福祉医療費

１・２障がい者福祉課☎２７－７３３１
各総合支所市民福祉課　吉田☎７２‐６０８２
大滝☎５５‐０８６５　荒川☎５４‐２１１６

①～⑥の手当等について、すでに受給されている
方は、申請の必要はありません。

①
令
和
９
年
４
月
採
用

募
集
職
種
・
人
数
　
看
護
師
５
人
・
介

護
福
祉
士
１
人
・
作
業
療
法
士
１
人

（
令
和
８
年
度
中
に
免
許
取
得
見
込
み

も
含
む
）

試
験
日
　
５
月
26
日
㈫
午
前

受
付
期
間
　
５
月
15
日
㈮
ま
で

②
令
和
８
年
度
内
採
用
予
定

募
集
職
種
・
人
数
　
看
護
師
５
人
・
介

護
福
祉
士
１
人
（
い
ず
れ
も
免
許
取
得

済
み
の
方
）

試
験
日
　
申
し
込
み
後
に
通
知

受
付
期
間
　
随
時

・
持
参
の
場
合
、
土
・
日
を
除
く
。

　
郵
送
の
場
合
は
期
間
内
必
着（
厳
守
）。

・
試
験
場
所
は
秩
父
市
立
病
院
で
す
。

・�

実
施
要
項
は
Ｃ
か
ら
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
ま
た
は
管
理
課

　
窓
口
で
配
布
。

１
市
立
病
院
管
理
課

☎
23

－

０
６
１
１

　
市
内
に
居
住
す
る
た
め
の
住
居
の
新

築
、
増
改
築
、
購
入
、
修
繕
、
宅
地
の

取
得
に
対
す
る
資
金
貸
付
制
度
で
す
。

詳
し
く
は
市
Ｃ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

１
中
央
労
働
金
庫
秩
父
支
店

☎
22

－

３
３
４
０

産
業
支
援
課
☎
22

－

５
２
０
８

秩
父
市
立
病
院
職
員
募
集

勤
労
者
向
け
資
金
貸
付
制
度
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

市役所では働き方改革の一環として、４月１日から勤務時における軽装勤務を通年で実施しています。
ご理解をお願いします。１人事課☎２２－２２０７
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※
見
や
す
い
所
に
貼
っ
て
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

税
目
等
・
納
期
限
（
口
座
振
替
日
）

令
和
８
年

令
和
９
年

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

10
月

11
月

12
月

１
月

２
月

３
月

市
県
民
税
・
森
林
環
境
税

１
期

６
/3
0㈫

２
期

８
/3
1㈪

３
期

11
/２
㈪

４
期

２
/１
㈪

固
定

資
産

税
１
期

６
/１
㈪

２
期

７
/3
1㈮

３
期

12
/2
5㈮

４
期

３
/１
㈪

軽
自

動
車

税
１
期

６
/１
㈪

国
民
健
康
保
険
税

１
期

７
/3
1㈮
２
期

８
/3
1㈪
３
期

９
/3
0㈬
４
期

11
/２
㈪
５
期

11
/3
0㈪
６
期

12
/2
5㈮
７
期

２
/１
㈪
８
期

３
/１
㈪

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

介
護

保
険

料
（ 年 金 天 引 ）

特 別 徴 収

市
県
民
税
・
森
林
環
境
税

該
当
と
な
っ
た
税
目
等
に
つ
い
て
の
み
、

４
月
・
６
月
・
８
月
・
10
月
・
12
月
・
２
月
の
公
的
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
に
よ
る
納
付
と
な
り
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
税

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

介
護
保
険
料

休
日
納
税
窓
口
（
本
庁
の
み
）

（
毎
月
最
終
日
曜
日
）
４
/2
6
５
/3
1
６
/2
8
７
/2
6
８
/3
0
９
/2
7
10
/2
5
11
/2
9
12
/2
7
１
/3
1
２
/2
8
３
/2
8

◎
口
座
振
替
を
ご
利
用
の
方
は
、
納
期
限
の
日
に
振
り
替
え
ま
す
の
で
、
預
貯
金
の
残
高
を

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

◎
納
め
忘
れ
の
な
い
口
座
振
替
の
ご
利
用
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

◎
納
付
方
法
に
つ
い
て
は
納
税
通
知
書
・
決
定
通
知
書
な
ど
で

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

◎
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
納
付
も
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
右
の
Q
R

コ
ー
ド
か
ら
。

問
い
合
わ
せ

・
市
税
等
の
納
付
に
関
す
る
こ
と
	

納
税
課
	

☎
２
２
－
２
２
１
０

・
市
県
民
税
・
森
林
環
境
税
,	

市
民
税
課
	

☎
２
２
－
２
２
０
９

　
軽
自
動
車
税
等
の
課
税
に
関
す
る
こ
と

・
固
定
資
産
税
の
課
税
に
関
す
る
こ
と
	

資
産
税
課
	

☎
２
５
－
６
０
７
６

・
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
に
関
す
る
こ
と
	保
険
年
金
課
	
☎
２
５
－
５
２
０
１

　
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に
関
す
る
こ
と

・
介
護
保
険
に
関
す
る
こ
と
	

高
齢
者
介
護
課
	☎
２
５
－
５
２
０
５

令
和
８
年
度
　
市
税
等
納
期
の
お
知
ら
せ

今
年
度
も
納
期
内
納
付
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

今
年
度
も
納
期
内
納
付
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。
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